
〈
広
告
〉

　

町
で
は
、
18

歳
到
達
年
度
末
ま

で
の
お
子
さ
ん
が
病
院
等
で
診
療

を
受
け
た
と
き
の
保
険
診
療
に
係

る
医
療
費
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　

助
成
を
受
け
る
た
め
に
は
、
受

給
者
証
の
交
付
申
請
手
続
き
が
必

要
で
す
。

【
対
象
と
な
る
お
子
さ
ん
】

　

満
18

歳
に
達
す
る
日
（
誕
生
日

の
前
日
）
以
後
最
初
の
3
月
31

日

ま
で
の
お
子
さ
ん

※
た
だ
し
、
左
記
の
場
合
は
対
象

外
と
な
り
ま
す
。

①
中
学
校
を
修
了
後
、
高
校
等
へ

進
学
し
な
い
方
ま
た
は
各
種
学

校
で
修
業
年
限
が
1
年
未
満
の

課
程
に
進
学
す
る
方

②
婚
姻
し
て
い
る
方

③
自
ら
が
医
療
保
険
各
法
の
被
保

険
者
、
組
合
員
ま
た
は
世
帯
主

と
な
っ
て
い
る
方

【
自
己
負
担
額
】

　

保
険
診
療
に
係
る
医
療
費
の
自

己
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

・
お
子
さ
ん
の
健
康
保
険
証

・
印
鑑

・
転
入
さ
れ
た
方
は
、
前
住
所
地

の
市
区
町
村
発
行
の
所
得
課
税

証
明
書

・
高
校
生
は
在
学
証
明
書
ま
た
は

学
生
証
の
写
し

【
申
請
先
】

・
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

・
落
部
支
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

  

住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係
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　本人または保護者が八雲町に住民

登録している者で、高校・高等専門

学校・大学（短大含む）および専修

学校に在学または進学を希望する者

であって成績優秀な者。

【奨学金】

高校生 10，000円（月額）

高専生 15，000円（月額）

大学生・短大生 20，000円（月額）

専修学校生

　高等課程 10，000円（月額）

　専門・一般課程 20，000円（月額）

※卒業後１年据置10年割賦償還

　有用な人材育

成 を 目 的 と し 、

向学心に燃え能

力が十分ありな

がら、経済的理

由により就学困

難な高校生・大

学生等に奨学金

を貸し付けする。

　将来、八雲町内で農・漁業の自営

を後継しようとする者で、高校の農

業・水産課程または大学・短大の

農・漁業に関する学部・学科に在学

または進学予定の者。

　また、商工業の後継者で大学・短

大に在学または進学予定の者。

【奨学費】
高校生・高専生 10，000円（月額）
大学生・短大生 20，000円（月額）
※卒業後に補助を受けた２倍の期間

を八雲町内で自営の農漁業および
商工業に従事した場合、奨学費の
返還が免除されます。

※上記の期間を満たなかった等、返
還を必要とする事由が生じる場合
があります。

　八雲町におけ

る農漁業および

商工業の振興を

目的として、後

継者の育成、確

保 を 図 る た め 、

奨学費を補助す

る。

対　象　者目　　的項目 種 類 お よ び 金 額区分

高

等

学

校

・

大

学

関

係

奨
学
金
貸
付
制
度

農
漁
業
お
よ
び
商
工
業
後
継
者

養
成
奨
学
費
補
助
制
度

   

町
で
は
、
次
代
を
担
う
子
ど
も

た
ち
や
農
漁
業
お
よ
び
商
工
業
の

後
継
者
の
た
め
に
、
奨
学
金
制
度

を
設
け
て
い
ま
す
。

　

令
和
2
年
度
の
受
付
期
間
は
4

月
1
日
を
も
っ
て
締
め
切
り
ま
し

た
が
、
6
月
12

日
（
金
）
ま
で
再

募
集
し
ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方

は
、
貸
付
制
度
の
内
容
を
よ
く
ご

覧
に
な
っ
て
、
期
日
ま
で
に
教
育

委
員
会
に
願
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
願
書
は
、
公
民
館
、
八
雲

高
等
学
校
に
あ
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

　

1

０
１
３
7
―
63

―
3
1
3
1

・
熊
石
教
育
事
務
所

　

1

０
１
３
9
8
―
2

―
3
1
1
1

町の町の

奨学金貸付制度奨学金貸付制度をを
ご活用くださいご活用ください

町の

奨学金貸付制度を
ご活用ください

子
ど
も
の
医
療
費
は

助
成
さ
れ
ま
す
！
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